
ＯＪＴ支援事業に関するアンケートのお願い 

昨年８月において、会員の皆様にご案内いたしました「軽種馬牧場 OJT支援事業」につ

きまして、令和８年度事業の資料請求・登録を見送られた会員様を対象に、その理由や現

状の課題をお伺いしたく存じます。  

皆様のご意見を参考に、現場の負担が少なく、より活用しやすい制度へ改善して参りま

すので、忌憚のないご意見をお願いいたします。 

※資料請求（未登録含む）もしくは OJT 牧場として登録されている会員様は、今回の

アンケート回答対象外となりますのでご注意願います。

※同じ内容のものを JBBA ニュース 5 月号および一部の牧場様には

ＦＡＸでもご案内しております。

アンケート調査にご協力いただける会員様は、右の二次元バーコ

ードを読みとって頂き、アンケートフォーム（Microsoft Forms） 

にて回答をお願いいたします。（所要時間：３分程度） 

※回答締切は５月２４日（日）となります。

OJT支援事業アンケート【本年見送られました牧場対象】 – フォームに記入する 

↑こちらをクリックしてもアンケートページにいきます。 

以下は本事業の概要を改めて紹介いたします。 

アンケートご回答の参考にしていただければ幸いです。

【令和 8 年度 軽種馬牧場 OJT 支援事業の概要】 

本事業は、軽種馬生産・育成業界における喫緊の課題である「新規就労者の確保とその

定着」を目的とした支援制度です 。意欲ある人材と、育成体制を整えた牧場を繋ぎ、現

場での実地研修（OJT）をサポートし、JBBA（日本軽種馬協会）と ARR（競走馬育成協

会）が共同事業主体として運営をしており、本年度から開始された事業となります 。 

1. 本事業の仕組みと特徴

●選抜された意欲ある人材の推薦

「JBBA 生産育成技術者研修」または「BTC 育成調教技術者養成研修」の選考にお

いて、惜しくも合格には至らなかったものの、上位の評価を受け、高い意欲と適性を

備えた人材（以下、「OJT受講者」と記載）を対象者とします 。 

●正規の雇用契約に基づく安心感

いわゆる研修生やインターンではなく、通常の労働法令に基づいた雇用関係を結び

ます 。「OJT受講者」は牧場の従業員として働きながら、BTC または JBBA のカリ

キュラムに準じた技術習得を目指します 。

●牧場・受講者の双方に対する金銭的支援
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    受入牧場には「技術指導料」が、OJT受講者には「就学奨励金」がそれぞれ支給さ

れます。詳細は以下のとおりです。 

 

２．充実した補助金内容 

 本制度を活用することで、人材育成にかかる負担を軽減することが可能です。 

項目 内容 支給対象 

技術指導料 
最大 150 万円 / 年 

（月額 125,000 円 × 最大 12ヵ月）  
受入牧場 

就学奨励金 
年間 30 万円 

（就労開始 ３ヵ月経過後に支給） 
OJT 受講者 

※技術指導料は、1牧場あたりの上限額です 。 

※OJT受講者への奨励金は、研修終了後、生産地で 3年間継続して就労することが条件

となります 。 

 

３．OJT 対象牧場の登録要件 

本事業への参画には、以下の条件を満たす必要があります。 

●社会保険等への加入（健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険） 

●労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令を遵守していること。 

●職種、賃金、労働時間、休日などの明確な労働条件を提示できること。 

●公共職業安定所（ハローワーク）を通じて求人・雇用を行うこと 。 

 

４．手続きの主な流れ（令和８年度に当てはめた場合） 

① 牧場登録（令和７年秋頃～） 

JBBA または ARR に「OJT 対象牧場」として登録申し込みを行います。併せて「OJT

受講者」にも対象牧場の連絡をいたします。 

② 選考から採用（および不採用） 

牧場からハローワークに「OJT 受講資格者対象」の求人票を提出していただき、OJT

受講者から申し込みがありましたら、採用試験等を実施していただきます。なお、イ

ンターンシップによる選考も可能です。 

③ OJT 開始（令和８年４月～） 

採用後、最長１年間（４月上旬から採用の場合）の研修を開始します 。OJT期間は

どの期日から採用（開始）されても翌年（令和９年）の３月末までとなります。 

④ 補助金交付 

所定の期間経過後、または研修終了後に、就学奨励金や技術指導料の支払いが行われ

ます 。なお、就学奨励金は就労開始３か月経過後に支給となりますが、技術指導料は

OJT終了後の報告が終了されてからの支給となりますので、令和９年の４月以降とお

考え下さい。 

 

※なお、令和９年度の事業につきましては、本年秋頃から OJT支援対象牧場登録を開始

する予定です。ホームページ等にてご案内する予定ですので、ご参加をお待ちしていま

す。 


